
鹿児島県高病原性鳥インフルエンザ
防疫対策会議

令和７年１１月１０日（月）
農政部家畜防疫対策課

本日の内容

（１）出水市で採取された環境試料（水）からの高病原性鳥インフ
ルエンザウイルスの検出とその後の対応について

（２）国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況につい
て

（３）侵入防止対策の徹底について

（４）その他

（１）出水市で採取された環境試料（水）から
の高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出
とその後の対応について
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１．鶏の飼養状況について
（半径３km圏内，100羽以上飼養農場）

養鶏農場等の緊急防疫対策の実施について

飼養羽数農場数鶏種

255,3896採卵鶏(●)

98,7601肉用鶏(■)

45,3002種 鶏(▲)

399,4499総計
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飼養羽数農場数鶏種
255,3896採卵鶏(●)
98,7601肉用鶏(■)

45,3002種 鶏(▲)
399,4499総計

荒崎
江内川

● 採卵鶏
■ 肉用鶏
▲ 種鶏

荒崎・江内川の環境水採取地点から半径３km圏内の家きん飼養状況
養鶏農場等の緊急防疫対策の実施について

確認地点

３km
東干拓

種鶏

種鶏

肉用鶏

採卵鶏

採卵鶏

養鶏農場等の緊急防疫対策の実施について
２．周辺農場（採水地点から半径３km圏内）の状況確認等
（１）日 時：令和７年１１月７日（金）
（２）確認農家数：１００羽以上の農場＋愛玩鳥類飼養者
（３）内 容

① HPAI等を疑う異状の有無
② 高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出状況
③ 異状家きんの早期発見，早期通報
④ 飼養衛生管理基準の遵守徹底を指導
⑤ 農場における消毒及び野生動物の侵入防止対策の徹底
⑥ 小規模及び愛玩鳥類飼養者への啓発（市に協力要請）

異常なし

３．県内の全農場及び関係機関への啓発・指導
（１）日 時：令和７年１１月７日（金）〜
（２）対 象：県内約８００農場及び関係機関
（３）内 容

２の②〜⑥と同じ
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（２）国内における高病原性鳥インフルエンザ
の発生状況について

令和７年度シーズン高病原性鳥インフルエンザの発生状況
○ 家きん飼養農場では10月22日に北海道において国内１例目が過去２番目に早い時期に確認され，

11月９日時点，２道県において４農場４事例の発生が確認されている。
○ 死亡野鳥等においては，11月７日時点，４道県1３事例のHPAI検出事例が確認されている。

発生事例
R7.11.9時点

・北海道 ２例
・新潟県 ２例
計４例（２道県）
防疫措置対象：４農場，殺処分羽数約161万羽

野鳥・飼養鳥等の
高病原性鳥インフルエンザ陽性事例

R7.11.7時点
・北海道 8例 ・山形県 1例
・宮崎県 2例 ・鹿児島県 2例

計13例（４道県）

10月22日

令和７年シーズンの発生状況
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（３）侵入防止対策の徹底について
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HPAI発生時に疫学調査チームが撮影した写真
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HPAI発生時に疫学調査チームが撮影した写真
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・農場内に飛来するカラス等の野鳥の誘引源となっている場所（死亡鶏や廃棄卵の保管
場所，堆肥舎や飼料庫など）に寄りつかせない対策

・農場内に調整池など水場がある場合，水抜きなどの対策
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養鶏場密集地域・過去HPAI発生地域での取組

再発地域（大臣指定）の考え

 令和２年シーズン以降
 同一区域内（半径１０km）で複数の発生が

あった地域
 それぞれの発生農場から半径１０kmの区域

その区域内の農場が対策の対象

発生農場

非発生農場

１０km

密集地域（大臣指定）の考え

３km

 同一区域内（半径３km）で１０戸以上の養鶏
場がある地域

 合計の飼養羽数が１００万羽以上の地域
その区域内の農場が対策の対象

【対策】
 ため池や農場周辺等で地域での野鳥・野生動物対策を検討。
 発生時に使用するため，消毒薬やウインドウレス鶏舎の入気口へのフィルター
等の事前手配（業者との契約等）

農林水産省の考え

R8.1.1施行予定

塵埃対策（入気口対策＋農場敷地の消毒等）

農場敷地への散水・消毒
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１．農場での異状の早期発見・早期通報

２．農場での発生予防対策の徹底
  消毒，専用衣服や靴の設置
  入気口へのフィルター，細霧装置の設置等
  空気乾燥時の場内の液状消毒や散水

３．農場周辺の野鳥及び野生動物対策の強化
  ため池の水抜き，忌避テープ設置など
  テグス設置，こぼれ餌の処理
  ネズミや害獣駆除

養鶏関係団体 御中

① 農場周辺のため池等の水場の水抜き，
  防鳥ネットや忌避テープの設置

② 農場周辺の野鳥を誘引する施設やねぐ
  ら等の生息に適した環境がある場合は，
  当該状況を解消する取組。
   また，破卵及び家きんの死体について
  焼却等により適切に処理

③ 農場周辺において野鳥等への安易な餌
  やりやそれに類する行為の中止
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（４）その他 参考資料

死亡羽数×２
１鶏舎の、

１日の死亡羽数が
直近３週間の平均死亡羽数と
比較して２倍以上となった場合

疑う症状
鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、

産卵率の低下及び沈うつなど
高病原性鳥インフルエンザが

疑われる個体

を確認した場合

渡り鳥が飛来する季節となり，海外からの
ウイルスが侵入する危険性が高まることから，
農場をあらためてチェックし、万全の対策
を！

５羽以上／１鶏舎

１鶏舎において、５羽以上が
まとまって死亡している、

うずくまっている等
異状が確認された場合

高病原性鳥インフルエンザ
対策は万全ですか？
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☆飼養衛生管理チェック表を活用して，

飼養衛生管理状況の確認を行い，

不備がある部分の改善をしましょう。

☆異状を示す鶏を確認した時は，速やかに
家畜保健衛生所に連絡してください。

飼養衛生管理基準遵守強化期間
令和７年10月～令和８年５月

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号
鹿児島中央家畜保健衛生所 099-274-7555 南薩家畜保健衛生所 0993-83-2156

〃 熊毛支所 0997-27-0036 北薩家畜保健衛生所 0996-22-2184

〃 大島支所 0997-63-0045 姶良家畜保健衛生所 0995-62-3070

〃 喜界町駐在機関 0997-65-0046 曽於家畜保健衛生所 099-487-2351

〃 瀬戸内町駐在機関 0997-72-0246 肝属家畜保健衛生所 0994-43-2515

〃 徳之島支所 0997-83-0074

〃 和泊町駐在機関 0997-92-0043

〃 与論町駐在機関 0997-97-2033 農政部家畜防疫対策課 099-286-3224

（公社）鹿児島県家畜
畜産物衛生指導協会

○緊急連絡先

鹿児島県

099-258-6618 

◎重点項目
異状の早期発見・早期通報
入気口フィルター等の塵埃対策
農場周辺のため池の水抜き
テグスや忌避テープの設置
止まり木となる枝の剪定
カラス・ネコ等の誘因防止対策
死鳥，廃棄卵の適切処理
堆肥舎の防鳥ネット再点検
車両消毒，手指消毒
鶏舎ごとの専用靴の使用
防鳥ネット・壁の補修
ネズミ・害虫対策
消毒槽設置，消石灰散布
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